
- -1

（
経
済
産
業
委
員
会
）

不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は

我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
の
必
要
性
の
増
大

経
済
社
会
の
情
報
化
等
に
か
ん
が
み

、

、

、

事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
を
適
正
に
保
護
し
、
事
業
者
間
の
公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義
の
見
直
し

１

他
人
の
商
品
・
営
業
の
表
示
（
商
品
の
出
所
又
は
営
業
の
主
体
を
示
す
表
示
を
い
い
、
具
体
的
に
は
、
人
の
業
務
に
係

る
氏
名
、
商
号
、
商
標
等
を
い
う

）
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
表
示
を

。

使
用
し
た
商
品
を
電
気
通
信
回
線
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
通
じ
て
提
供
し
て
、
他
人
の
商
品
・
営
業
と
混
同
を
生
じ
さ
せ

る
行
為
等
が
「
不
正
競
争
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
い
う
「
物
」
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

二
、
不
正
競
争
に
よ
る
営
業
上
の
利
益
の
侵
害
に
対
す
る
民
事
的
救
済
措
置
の
整
備

１

損
害
賠
償
額
の
算
定
に
当
た
り
、
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
が
譲
渡
し
た
物
の
数
量
に
基
づ
き
妥
当
な
損
害
額
を
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算
定
す
る
方
式
を
導
入
し
、
損
害
額
の
立
証
を
容
易
化
す
る
。

２

使
用
料
相
当
額
の
損
害
の
賠
償
額
の
認
定
に
つ
い
て
、
事
件
の
具
体
的
事
情
を
考
慮
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

３

被
告
が
侵
害
行
為
に
関
す
る
物
又
は
方
法
に
つ
い
て
否
認
す
る
と
き
は
、
自
己
の
行
為
の
具
体
的
態
様
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

侵
害
行
為
を
立
証
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
提
出
命
令
に
関
し
て
手
続
を
整
備
す
る
。

５

損
害
の
計
算
を
行
う
た
め
の
計
算
鑑
定
人
制
度
を
設
け
、
当
事
者
は
計
算
鑑
定
人
に
対
し
て
必
要
な
事
項
を
説
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

損
害
額
を
立
証
す
る
た
め
に
必
要
な
事
実
を
立
証
す
る
こ
と
が
当
該
事
実
の
性
質
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
裁

判
所
が
相
当
な
損
害
額
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
競
争
行
為
に
対
す
る
刑
事
罰
の
導
入

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

イ

詐
欺
等
行
為
又
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
営
業
秘
密
を
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
使
用
し
、
又
は
開
示

し
た
者
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ロ

イ
の
使
用
又
は
開
示
の
目
的
で
、
詐
欺
等
行
為
又
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
、
記
録
媒
体
等
を
取
得
し
、
又
は
複
製

を
作
成
し
て
、
営
業
秘
密
を
取
得
し
た
者

ハ

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
後
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
又
は
営

業
秘
密
の
記
録
媒
体
等
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
く
行
為
に
よ
り

記
録
媒
体
等
を
領
得
し

又
は
複
製
を
作
成
し
て

、

、

、

そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

ニ

営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
役
員
又
は
従
業
者
で
あ
っ
て
、
不
正
の
競
争
の
目
的
で
、
営
業
秘
密
の
管
理
に

係
る
任
務
に
背
き
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者

２

１
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


